
様式第２号（第５条関係） 

熊本市自転車活用推進計画の中間見直し（素案） 

に関するパブリックコメントの結果について 

令和 8 年（2026 年）3 月 24 日（火） 

 地域交通支援課 

熊本市自転車活用推進計画の中間見直し（素案）について、市民の皆様からご

意見を募集したところ、下記のようなご意見をいただきました。ありがとうござ

いました。なお、公表にあたっては、取りまとめの都合上、ご意見を案件ごとに

集約させていただきました。 

記 

 

１ 意見募集期間     令和 7年（2025年）12 月 16 日（火） 

～令和 8 年（2026 年）1 月 15 日（木） 

 

２ 意見募集結果の公表日 令和 8年（2026年）3 月 24 日（火） 

 

３ ご意見の提出状況   ご意見を提出された方の人数  3 名 

             ご意見の件数（まとまりごと） 6 件 

 

４ 提出されたご意見と、それに対する本市の考え方  別紙記載のとおり 

※いただいたご意見は、趣旨を要約させていただいております。また、同内

容のご意見は一項目として取りまとめさせていただきました。 

（内訳） 

【対応 1（既記載）】 

  既にご意見の趣旨、考え方を盛り込んでいる、あるいは同 

種の記載をしているもの                  3 件 

 【対応 2（説明・理解）】 

市としての考えを説明し、ご理解いただくもの        2 件 

【対応 3（補足修正）】 

 ご意見を踏まえて素案を補足修正または追加記載したもの    1 件 

 

５ 意見募集結果資料の入手方法 

熊本市ホームページ、地域交通支援課窓口で閲覧できます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

お問合せ先 

熊本市     地域交通支援課 

電話番号    096－328－2259     



別紙１ 

提出されたご意見とそれに対する本市の考え方 

 

NO.  項目 ご意見等の内容 本市の考え方 対応内訳 

1 

P.75 

第５章  

自転車走行空間の整備を何より

も優先させていただきたい。他

の自治体から引っ越してきた

が、熊本では自転車は「危ない

交通手段だから乗らない」とい

う意識があるように感じる。ま

ずは安全に走ることのできる道

の整備をお願いしたい。 

ご意見いただきました通り、自転車走行空間の整

備は、安全性の向上と自転車利用の促進に向けた

重要な取組であると認識しております。 

今回の見直しでは、自転車事故の発生状況や通学

路として利用されているかどうかなどを踏まえ、

優先的に整備する路線を選定し、効果的な整備に

繋げることとしております。 

今後も安心して自転車を利用できる環境づくりに

向けて、関係機関と連携しながら着実に整備を進

めてまいります。 

対応１ 

(既記載) 

2 

渋滞が全国でもワーストクラス

なのをここ数年で知った。原因

は「公共交通機関のどれを使え

ばよいかわからない」のが大き

い。結果車道が共同せざるを得

ず、無理に青線を引いたような

道路が少なくない。例えば、熊

本城西側から中心街への移動

で、わが輩通りと国立病院前ど

ちらも往来が集中するのは非常

に狭く危ない。 

道路幅員が狭く、自動車と自転車を明確に分離し

た走行空間の確保が難しい路線においては、車道

混在（矢羽根型路面表示）による整備を行い、自転

車の通行位置を明示することで、自転車利用者の

通行ルール遵守の促進や、自動車ドライバーへの

注意喚起につなげているところです。 

ご指摘の通り、自動車と自転車の分離を図ること

が安全性の向上に寄与すると考えておりますの

で、今後も道路事業等と連携しながら、自転車道

や自転車専用通行帯の整備に向けた検討を進め

てまいります。 

3 

啓発活動によるルール周知が主

な対策となっているが、実態に

即していない通路が多いこと

が、根本的な問題だと思う。 

昨年の道路交通法改正に伴う青

切符制度の議論では、「歩道通

行の罰則」を中心に多くのパブ

リックコメントが寄せられた。 

「歩道と車道の区別が分かりに

くい」「無理に車道を通行する

と、歩行者・自転車双方に危険

が生じる」といった意見が多く、

指導・警告が再び現場判断に委

ねられる形に戻されたことは、

問題の先送りに感じる。 

ご指摘のとおり、啓発だけでなく、現場の走行環

境（歩行者や自動車と分離された空間や視認性の

確保）を改善することが重要だと認識しています。 

本市としては、今後も引き続き、道路管理者や警

察と連携し、自転車走行空間の整備やわかりやす

い標識・路面表示の工夫、危険箇所の改善を進め

てまいります。 

今後もいただいたご意見を整備・運用の見直しに

活かしてまいります。 



4 

P.75, 

P.77 

第５章 

坪井川沿遊水池付近より中心市

街地をちゃりんぽみちのように

整備してほしい。 

白川ちゃりんぽみちは、国の白川河川改修工事と

合わせて整備した路線になります。 

ご提案の坪井川を活用した整備につきましても、

まずは関係機関に要望を共有いたします。 

対応 2 

(説明・

理解) 

 

 5 

 

電鉄北熊本駅に新たに西口と駐

輪場を整備してほしい。 

熊本電鉄の北熊本駅については、駅の東口に現在

駐輪場が存在している状況です。 

ご提案については、まずは鉄道管理者による西口

の駅舎等の整備が必要になるため、鉄道管理者へ

要望を共有いたします。 

6 
P.92 

第５章 

交通安全教育・マナーアップに

向けた広報・啓発の取組として、

イベントや広報活動に加え、自転

車を購入する際に販売店から必

ず交通マナーやルールに関する

しおりを手渡し、内容について

説明を行うことを義務付けてい

ただきたい。 

イベントや広報は、意識の高い

人でなければ内容を理解しよう

としないため、自転車を所持し

ようとするすべての人が交通ル

ールの説明を受ける環境を整え

ていただきたい。 

自転車購入時に販売店から交通ルールやマナーに

ついて説明を行うことは、すべての利用者に確実

に情報を届ける有効な手法であると認識していま

す。 

現在、本市では来年度から開始される「交通反則

通告制度（青切符）」の周知を図るため、販売店に

もチラシを配布し、交通ルールの啓発に協力いた

だいているところです。 

引き続き、販売店や関係機関とも連携し、イベント

や広報に加え、より多くの方が交通ルールを学べ

る環境づくりについて検討を進めてまいります。 

対応３ 

(補足 

修正) 

 


